
　（令和6年告示第923号）
Ｎｏ．1

（１） （２） （３） （４）

　次の写真に示すとおり、
「BOOM！」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「Boys love
」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「Celestial CHARGE 」と表示の
ある製品であって、その内容物
が粉末のもの。

　次の写真を付して、「CHILL
hour ELEMENT」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が液体のもの。

（５） （６） （７） （８）

　次の写真を付して、「Cock`s
Poper」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真を付して、「CORE
Crystal」の名称で販売される製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

　次の写真を付して、「Diablo」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「DREAM CARE 」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。

（９） （１０） （１１） （１２）

　次の写真を付して、「Ecstasis
Ageha Gold Spark」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が液体のもの。

　次の写真を付して、
「ECSTASY LUSH」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が液体のもの。

　次の写真を付して、
「ECSTASY VISION SUPER」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「END
OF THE MASTURBATION」と
表示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　次の写真を付して、
「ENDLESS PLAY」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「GAY PRIDE lover 2」と表
示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「GOD
CHILL Element」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「HAPPY BROWN」と表示のある
製品であって、その内容物が液
体のもの。
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　（令和6年告示第923号）
Ｎｏ．2

（１７） （１８） （１９） （２０）

　次の写真を付して、「HAREM
BURST SEX　」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真を付して、
「K2MAN BOM」の名称で販売
される製品であって、その内
容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「LOVE GAME 2024」と表示の
ある製品であって、その内容物
が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「NEVER LAND MAGIC
NIGHT」と表示のある製品で
あって、その内容物が植物片の
もの。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　次の写真を付して、「NITRO
X」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「NO
LIMIT」の名称で販売される製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真を付して、「Nude
5th」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「PLATINUM Spice LIMITED」と
表示のある製品であって、その
内容物が粉末のもの。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　次の写真に示すとおり、
「Psych King」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真を付して、「PURE
WHITE 97.9」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「RODEO GIRL SEX Launcher」
と表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「Scream
MONSTER 」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　次の写真を付して、「Sex
dependency no.3」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「slow
motion XXX」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。

　次の写真を付して、「SUCK U」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「SUPER
FEVER」の名称で販売される製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

令和6年10月11日指定　知事監視製品一覧



　（令和6年告示第923号）
NO.3

（３３） （３４） （３５） （３６）

　次の写真に示すとおり、「SXX
IMPACT」と表示のある製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

　次の写真を付して、「Thunderz
High」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真を付して、「Violence
SEX II 」の名称で販売される製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

　次の写真に示すとおり、「X-
FOX SEX BLACK HOLE」と表
示のある製品であって、その内
容物が植物片のもの。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　次の写真を付して、「LOVE!」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「グリグリ
GREEN」の名称で販売される製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真を付して、「セクササ
イズ　酒池肉林」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が液体のもの。

　次の写真を付して、「タコス24」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が植物片のも
の。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　次の写真を付して、「チンチン
BAZOOKA」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真を付して、「テキーラ24」
の名称で販売される製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「にゅちゅ
にゅちゅはーもにっく」と表示のある
製品であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、「ボクのカ
レシ　誘惑のMOKKORY」と表示の
ある製品であって、その内容物が液
体のもの。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　次の写真を付して、「メスガキ肉便
器製造機　弐号　従順な肉便器」の
名称で販売される製品であって、そ
の内容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「HIMALAYA
BLACK KNUCKLES」の名称で販売
される製品であって、その内容物が
粉末のもの。

　次の写真を付して、「ワカモーレ
24」の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「愛撫」の名称
で販売される製品であって、その内
容物が液体のもの。
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　（令和6年告示第923号）
NO.4

（４９） （５０） （５１） （５２）

　次の写真に示すとおり、「花弁ガー
ルズ　イきヌきモード 」と表示のある
製品であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真を付して、
「HYOTTOKO」の名称で販売される
製品であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真を付して、「URSULA
ORGA LINK」の名称で販売される
製品であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真を付して、「悶絶雄
汁」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が粉末のも
の。

（５３） （５４） （５５） （５６）

　次の写真を付して、「純トロ グ
レード極」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液
体のもの。

　次の写真を付して、「絶頂」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「生TOLO
X 」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「No.1　超
絶絶頂」の名称で販売される製
品であって、その内容物が粉体
のもの。

（５７） （５８） （５９） （６０）

　次の写真を付して、「琉球
SUMMER BLEND 2024 」の名
称で販売される製品であって、
その内容物が植物片のもの。

　次の写真を付して、「天衝　阿
ノ型」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真を付して、「天衝　吽
ノ型」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真を付して、「白液連射
砲」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（６１） （６２） （６３） （６４）

　次の写真を付して、「縛戯遊郭
Level4 」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真を付して、「腐乱素人
形」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が粉体のも
の。

　次の写真を付して、「目合」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「雄墜　嵐
国士無双」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液
体のもの。
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　（令和6年告示第923号）
NO.5

（６５） （６６） （６７）

　次の写真を付して、「FUNKY
JUNKY」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真を付して、
「BURNING SEX」の名称で販売
される製品であって、その内容
物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「MANMAN SPLASH」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。
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